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はじめに ～ 用語の定義
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大気中に排出される二酸化炭素など
の温室効果ガスの量から、森林等が吸
収する二酸化炭素などの温室効果ガス
の量を差し引いて、全体を実質ゼロにす
ること。

他に「脱炭素」、実質ゼロを意味する
「ゼロカーボン」とも言われる。

カーボンニュートラル
- Carbon Neutral -

『カーボンニュートラルやまがたアクションプラン』（令和４年２月）山形県 より

カーボンニュートラルポート（ＣＮＰ）
- Carbon Neutral Port -

国際物流の結節点・産業拠点となる港湾にお
いて、水素・燃料アンモニア等の大量・安定・安
価な輸入や貯蔵等を可能とする受入環境の整
備や、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化、
集積する臨海部産業との連携等を通じて温室
効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを
目指すもの。

『「カーボンニュートラルポート（CNP）形成計画」策定マニュアル』
（2021年12月）国土交通省港湾局 より
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 全国知事会 「第１回ゼロカーボン社会構築プロジェクトチーム会議」（2020年8月）

2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロとする、

★「ゼロカーボンやまがた2050」を宣言

 第203回臨時国会 菅総理所信表明演説（2020年10月）

「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」

 地球温暖化対策計画（2021年10月閣議決定）

2030年度において温室効果ガスを2013年度比46％削減。

さらに、50％の高みに向けて挑戦を続けていく。

●

●

（写真：山形県ＨＰより）

 第４次山形県環境計画 [環境エネルギー部] （2021年3月）

テーマを「ゼロカーボンへのチャレンジ」とし、県民の英知を結集してゼロカーボン社会の構築に向

かって果敢に挑戦していく。

カーボンニュートラルに向けた動き



6

 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（2020年12月、2021年6月）

「港湾において、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする『カーボンニュートラルポート（CNP)』を

形成し、2050年の港湾におけるカーボンニュートラルの実現を目指す。」ことが明記。

●

 カーボンニュートラルやまがたアクションプラン [環境エネルギー部] （2022年2月）

港湾地域で先導的な取組を集中的に行うことは、
2050年カーボンニュートラルの実現に効果的・効率的である

港湾地域の特徴

輸出入貨物の99.6％が経由する拠点
CO2排出量の約6割を占める発電所、鉄鋼、化学
工業等の多くが立地する臨海部産業の拠点

脱炭素エネルギーである水素・燃料アンモニア
等の輸入拠点となる

CO2削減の余地が大きい地域

カーボンニュートラルポートに向けた動き
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令和３年度 令和４年度以降

酒田港CNP協議会
（山形県県土整備部主導）

酒田港CNP検討会
（国土交通省東北地方整備局酒田港湾事務所主導）

具体化
（CNP形成方針作成）

将来イメージ
の検討 CNP形成計画の策定・フォローアップ

令和３年度に開催した「酒田港ＣＮＰ検討会」にて、酒田港ＣＮＰ形成方針を取りまとめた。
今後は、検討会の組織を引き継ぐような形で協議会を運営し、酒田港ＣＮＰ形成計画策定のための検討を進める。
なお、計画策定後は適宜フォローアップを行う。

【酒田港ＣＮＰ協議会設立趣旨】

酒田港において、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じて「カーボンニュートラルポート」を形成し、山形県の脱炭素社会の
実現に貢献するため、協議会を設置し、酒田港ＣＮＰ形成計画の策定に必要な検討を行う。

ＣＮＰ形成計画は、公共ターミナルにおける取組に加え、物流活動や臨海部に立地する事業者の活動も含め、港湾地域全体を俯瞰し
て面的に策定する必要がある。
このことから、学識経験者、港湾関係者、行政機関などからの協力や多様な意見を反映させることが必要であることから、意見聴取や
情報共有する場として本協議会を設置した。

（事務局） 酒田港湾事務所、山形県県土整備部、酒田市地域創生部

酒田港におけるカーボンニュートラルポートの検討体制

【短期】・バイオマス発電所の燃料輸入必要な施設整備
・洋上風力発電関連企業の誘致、保管施設の省エネルギー化、荷役機械のFCVの導入

【中期】・洋上風力発電由来の電力を活用したエネルギー供給
【長期】・石炭火力発電のアンモニア混焼技術等の新たな技術導入に向けた検討

・輸入水素等の需要に応じた保管・供給体制の検討
・洋上風力発電由来のグリーン水素の生成（エネルギー地産地消）

酒田港ＣＮＰ実現に向けた課題

水素の利活用だけではなく、地域の
脱炭素化を実現するために必要な港
湾機能の検討

【酒田港ＣＮＰ形成方針イメージより】
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CNP形成計画の対象範囲は、港湾地域全体を俯瞰して
面的に設定することが推奨される。

ＣＮＰ形成のイメージ図

10

カーボンニュートラルポート形成計画について

（国土交通省資料より）

2121（令和3）年12月に国土交通省港湾局より、「CNPの形成に向けた施策の方向性」と、

「カーボンニュートラルポート（ＣＮＰ）形成計画」策定マニュアル（以下、「マニュアル」ともいう。）が公表された。
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「カーボンニュートラルポート形成計画」策定マニュアルの概要

マニュアルの内容 ： ＣＮＰ形成計画の策定・進捗管理するプロセス等をまとめたもの。

策定主体 → 港湾管理者。関係事業者等が参画する協議会の設置が望ましい。

対象港湾 → 国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾を基本とする。

ＣＮＰ形成計画の主な記載事項

１．対象港湾の特徴

２．基本的な事項（計画期間、目標年次・対象範囲）

３．温室効果ガス排出量の推計

４．温室効果ガスの削減目標及び削減計画

５．水素・燃料アンモニア等供給目標及び供給計画

６．港湾・産業立地競争力の強化に向けた方策

７．ロードマップ

８．対策の実施・進捗管理・公表

酒

田

港

Ｃ
Ｎ
Ｐ
協

議

会

意
見
反
映

酒田港ＣＮＰ形成計画 （関係者の協力を得て港湾管理者である県が策定）

⇒ マニュアルを参考に酒田港CNP形成計画の検討を進めます。

※資料３（別添） ＣＮＰ形成計画イメージ も参照
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１．対象港湾の特徴

酒田港の特徴として、以下について整理して記載する。

・地理的位置 ・対象港湾の概要（沿革、機能、役割、航路、・取扱貨物等）

・主要ターミナルの配置（整備中・整備計画含む） ・関連する臨海部産業の概況 ・背後圏の概況

（参考）

（写真：酒田港パンフレット2022より）
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政府の温室効果ガス削減目標（短・中期目標：2030年度に2013年度比46％削減、長期目標：2050年にカーボンニュー

トラル実現）等を踏まえ、酒田港におけるCNP形成に必要な期間、目標年次を設定する。

（出典：第４次山形県環境計画 - ゼロカーボンやまがたの達成イメージ）

酒田港CNP形成計画
 計画期間 ： 2050年度まで。
 目標年次 ： 政府および県の目標を踏まえて2030年度および2050年度とする。

２．基本的な事項（計画期間・目標年次）



CNP形成計画の対象範囲は以下のようにされており、ここから酒田港において実現可能な取組を抽出する。
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水素・燃料アンモニア等の供給

水素・アンモニア、バイオマス
発電用木材チップ等の大量・安
定・安価な受入れのための岸
壁、貯蔵タンク等の整備

水素・アンモニア等を港湾内・背
後地に輸送するためのパイプライ
ン等の整備

CCUS※

CO2の貯蔵、貯留・輸移出等のた
めのインフラの整備

余剰電力から水素を製造・移出

基地港湾の整備

港湾区域内での洋上風力発電事業

一般海域での洋上風力発電事業

洋上風力発電の導入促進

１．水素・燃料アンモニア
等の受入環境等の整備

水素・燃料アンモニア等の利用 その他の取組

２－①．港湾オペレーションの脱炭素化（ターミナル内＋出入り船舶車両）

荷役機械の水素燃料化 船舶への陸上電力供給

トラック等の水素燃料化 照明のLED化

船舶への新エネルギー供給
ゲート前渋滞解消（DX化）

管理棟への太陽光発電導入

２－②．港湾地域の脱炭素化（ターミナル外）

倉庫等への太陽光発電導入臨海部立地産業での活力（火力発
電、工業炉等での水素・燃料アンモ
ニア、バイオマス混焼等）

倉庫等における冷熱利用

その他（吸収源対策等） ブルーカーボン生態系の造成・再
生・保全

CCUS（CO2改修・利用・貯留）

港湾工事の脱炭素化

（柱） 赤枠内 がＣＮＰ形成計画対象範囲

※CCUS ： Carbon dioxide Capture,Utilization and Storage（CO2回収・有効利用・貯留）

２．港湾地域の面的・効率的な脱炭素化

水素・燃料アンモニア等を海上輸送で受け入れる港湾 全ての港湾

２．基本的な事項（対象範囲）

【エネルギー供給】 【エネルギー利用】

（図：マニュアルP8より）
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区分（場所） 排出源 主体

①港湾ターミナル内
（公共・専用別）

・荷役機械 ・陸上電力供給設備
・リーファーコンテナ用電源
・管理棟・照明施設 等

港湾管理者・港運事業者

②港湾ターミナルを出入りする船舶・車両
（公共・専用別）

・停泊中の船舶 ・コンテナ用トラクター
・ダンプトラック 等

港運事業者・
港湾利用企業 等

③港湾ターミナル外
（対象港湾で貨物を取扱う関連事業者を対象）

・発電所・工場等での活動
・倉庫・物流施設での活動
・事務所等での活動

港湾立地企業 等

CO2排出量の推計区分表

３．温室効果ガス排出量の推計

温室効果ガスの約９割を占め、地球温暖化に及ぼす影響が最も大きいとされるCO2について排出量を算出する。

以下のとおり３つに区分して、港湾活動に関わるCO2排出量を推計する。

（マニュアルP9の表を加筆修正）

（図：マニュアルP10より）
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３．温室効果ガス排出量の推計

表２ CO2 排出量の推計（2020 年度） 

区分 対象地区 対象施設等 所有・管理者 CO2 排出量 

（年間） 

タ
ー
ミ
ナ
ル
内 

●●コンテナ 

ターミナル 

港湾荷役機械 

（船舶荷役機械） 

●●（港湾管理者） 約●トン 

港湾荷役機械 

（ヤード内荷役機械） 

●●（港湾運営会社） 約●トン 

管理棟・照明施設・上屋・ 

リーファー電源・その他施 

設等 

●●（港湾運営会社） 約●トン 

●●コンテナ 

ターミナル 

・・・ ・・・ 約●トン 

●●バルク 

ターミナル 

港湾荷役機械 ●●（港湾運営会社） 約●トン 

管理棟・照明施設・ヤード 

内荷役機械、その他施設等 

●●（港湾運営会社） 約●トン 

出
入
船
舶
・
車
両 

●●コンテナ 

ターミナル 

停泊中の船舶 ●●（船社） 約●トン 

●●（船社） 約●トン 

コンテナ用トラクター、 

トラック 

●●（貨物運送事業者） 約●トン 

●●（貨物運送事業者） 約●トン 

●●コンテナ 

ターミナル 

停泊中の船舶 ・・・ ・・・ 

ターミナル外への輸送 ・・・ ・・・ 

●●バルク 

ターミナル 

停泊中の船舶 ●●（船社） 約●トン 

●●（船社） 約●トン 

ダンプトラック ●●（貨物運送事業者） 約●トン 

●●（貨物運送事業者） 約●トン 

その他 

ターミナル 

停泊中の船舶 ・・・ ・・・ 

ターミナル外への輸送 ・・・ ・・・ 

タ
ー
ミ
ナ
ル
外 

－ 火力発電所＊ ●●（発電事業者） 約●トン 

－ 冷蔵・冷凍倉庫 ●●（倉庫事業者） 約●トン 

－ 石油化学工場 ●●（石油化学事業者） 約●トン 

－ 製鉄工場 ●●（鉄鋼事業者） 約●トン 

 ・・・ ・・・ ・・・ 

 

計画書の記載例 ※資料３（別添）参照

計画公表に際しては、取組主体の個別企業名の公表は必ずしも必要ではなく、
企業活動に配慮した公表形式とする。

 推計方法

基本的にはヒアリング・アンケート調査を基に推計する。

（調査結果が得られない場合は、企業分野別に事業の

活動量に応じ推計する。）

エネルギー（燃料、電力）の使用量にCO2排出係数を

乗じて算出する。

⇒ 今後、ヒアリング・アンケート調査を行うので
ご協力お願いします。

ヒアリング等調査や企業活動量から得られた
エネルギー使用量

CO2排出係数(マニュアル記載)

×

CO2排出量の推計値
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 削減目標

推計したCO2排出量に対し、目標年次（2030年度、2050年度）におけるCO2削減目標の合計値（削減率）を記述する。

CO2排出量の推計値
●●万トン

2030年度目標
●●万トン削減（●％削減）

2050年度目標
●●万トン削減（100％削減）

（参考）政府目標：46％削減（50％の高みへ挑戦）
県目標：50％削減
これらを踏まえて酒田港の目標を設定。

４．温室効果ガスの削減目標及び削減計画

４． 温室効果ガス削減目標及び削減計画 

４－１ 温室効果ガス削減目標 

本計画における「２－１（２）港湾地域の面的・効率的な脱炭素化」に係る目標は以下のとお 

りとする。 

 

（１）2030 年度における目標 

主として港湾ターミナル内の荷役機械及び管理棟・照明施設並びに港湾ターミナルに出入りす 

る船舶の脱炭素化に取り組み、2013 年度及び現在（2020 年度）に比べ、CO2 排出量をそれぞれ 

●万トン（●％削減）及び●万トン削減（●％削減）する。 

 

（２）2050 年における目標 

本計画の対象範囲全体でのカーボンニュートラルを実現することとし、2013 年度及び現在 

（2020 年度）に比べ、CO2 排出量をそれぞれ●万トン及び●万トン削減（100％削減）する。 

計画書の記載例 ※資料３（別添）参照



表３ 2030 年度目標の達成に向けた温室効果ガス削減計画 

区
分 

CO2 排 

出量(● 

年度) 

対象 

地区 

対象 

施設等 

整備内容 

（規模） 

整備主体 数量 整備年度 CO2  

削減量 

備考 

タ
ー
ミ
ナ
ル
内 

●トン ●●コ 

ンテナ 

ターミ 

ナル 

港湾荷役 

機械 

低炭素型ト 

ランスファ 

ークレーン 

の導入 

●●社（港 

運事業者） 

●●基 2022 年度～ 

2030 年度 

●トン 「港湾にお 

けるカーボ 

ンニュート 

ラル支援事 

業」予定 

管理棟・ 

照明施設 

自立型水素 

等電源の導 

入 

●●社（港 

湾運営会 

社） 

●●ユ 

ニット 

2022 年度～ 

2030 年度 

●トン  

●●コ 

ンテナ 

ターミ 

ナル 

港湾荷役 

機械 

低炭素型ト 

ランスファ 

ークレーン 

の導入(●年 

度にディー 

ゼルエンジ 

ンを水素燃 

料電池に換 

装予定) 

●●社（港 

運事業者） 

●●基 2022 年度～ 

2030 年度 

●トン 「港湾にお 

けるカーボ 

ンニュート 

ラル支援事 

業」予定 

管理棟・ 

照明施設 

自立型水素 

等電源の導 

入 

●●社（港 

湾運営会 

社） 

●●ユ 

ニット 

2022 年度～ 

2030 年度 

●トン  

●トン ●● 

バルク 

ターミ 

ナル 

管理棟・ 

照明施設 

太陽光発電・ 

自立型水素 

等電源の導 

入 

●●社（港 

湾運営会 

社） 

●●ユ 

ニット 

2022 年度～ 

2030 年度 

●トン  

出
入
船
舶
・
車
両 

●トン ●●コ 

ンテナ 

ターミ 

ナル 

停泊中の 

船舶 

陸上電力供 

給 

●●社（船 

社） 

●隻 2022 年度～ 

2030 年度 

●トン 船舶側受電 

設備の設置 

国 １式 2022 年度～ 

2023 年度 

バース改良 

タ
ー
ミ
ナ
ル
外 

●トン  火力発電 

所 

燃料アンモ 

ニア混焼 

K 社（電力 

会社） 

●●基 

混焼率 

●●％ 

2020 年後半 ●トン 電気・熱配 

分前 

 バイオマ 

ス発電所 

バイオマス 

発電 

M 社（電力 

会社） 

●●基 

専焼 

2025 年度 － 新設 

 低温倉庫 LNG 冷熱利 

用、太陽光発 

電 

L 社（倉庫 

事業者） 

●●棟 2020 年後半 ●トン  

港
湾
区
域
内 

●トン ●●地 

区護岸 

等 

藻場・干 

潟整備 

ブルーカー 

ボン生態系 

によるCO2 

吸収（、環境 

改善※１） 

港湾管理 

者、●●社 

（民間事業 

者） 

●●ha  

 

2022 年度～ 

2026 年度 

●トン 

（吸収 

量） 

新設、改良 
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区分（場所） 対策の例

港湾ターミナル内
（公共・専用別）

・再生可能エネルギーや自立型水素等電源の導入
・荷役機械の電動化、水素・アンモニア燃料化
・照明、クレーン、リーファーコンテナ等の省エネ

港湾ターミナルを出入
りする船舶・車両
（公共・専用別）

・停泊中の船舶への陸電供給
・燃料電池トラックの導入
・港湾機能のデジタル化による省エネ

港湾ターミナル外
（対象港湾で貨物を取扱う
関連事業者を対象）

・エネルギー融通による省エネ
（LNG冷熱及び液化水素冷熱の利用等）
・水素・燃料アンモニア等の活用
・バイオマスの活用
・照明の省エネ
・上屋や倉庫等への太陽光発電の導入

その他 ・洋上風力により発電された電力の活用
・ブルーカーボン生態系の活用
・モーダルシフトの推進
・カーボン・クレジットの活用

 削減計画

算出したCO2排出量に対し、排出削減対策によるCO2

削減量を記載する。

主な排出削減対策例

※国土交通省で取組事例集を公表している。

基本的に短・中期の2030年度目標に対して記載。

４．温室効果ガスの削減目標及び削減計画

⇒ 今後、ヒアリング・アンケート調査を行うので
ご協力お願いします。

計画書の記載例 ※資料３（別添）参照

（表：マニュアルP16より）

計画公表に際しては、取組主体の個別企業名の公表は必ずしも必要ではなく、
企業活動に配慮した公表形式とする。



【計画書の記載例】
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温室効果ガス削減計画及び周辺状況を踏まえて、水素・燃料アンモニア等の需要量を推計し供給目標を設定する。

あわせて、将来的な需要ポテンシャルを参考として示す。

① 温室効果ガス削減計画（前項）に位置付ける取組に対応した需要量

② ①以外の需要量（酒田港を経由する量）
+

水素・燃料アンモニア等の供給目標

① 化石燃料消費量から需要量を算出 ② 電力消費量から需要量を算出

将来的な需要ポテンシャル推計

※海上輸送による
受入があり、
かつ施設整備が
必要な場合

+

５．水素・燃料アンモニア等供給目標及び供給計画

（２） 海上輸送・陸上輸送の分担割合 

本港にて想定される液化水素・燃料アンモニア等の海上輸送及び陸上輸送の割合は表６のとお 

り。 

 

表６ 液化水素・燃料アンモニア等の海上輸送及び陸上輸送の割合 

  液化水素 燃料アンモニア MCH 

海上輸送 輸入 ●％ ●％ ●％ 

移入 ●％ ●％ ●％ 

 港湾内 ●％ ●％ ●％ 

港湾外 ●％ ●％ ●％ 

合 計  ●％ ●％ ●％ 

 

（３） 水素・燃料アンモニア等に係る供給施設整備計画（輸入受入港・国内 2 次輸送受入港） 

上記（１）の供給目標を実現するための供給施設整備計画は表７のとおり。 

 

表７ 供給施設整備計画 

区
分 

CO2 排 

出量(● 

年度) 

対象 

地区 

対象 

施設等 

整備内容 

（規模） 

整備主体 数量 整備年度 備考 

タ
ー
ミ
ナ
ル
内 

●トン ●●バ 

ルクタ 

ーミナ 

ル 

岸壁 水深(-●m) 

延長●m 

国 １バース 2021 年度 

～2024 年 

度 

木材チップ 

埠頭用地 ●ha  ●●県 １式 2022 年度 

～2030 年 

度 

木材チップ 

水素貯蔵 

施設 

●ha ●●県 １式 2022 年度 

～2030 年 

度 

荷役機械用 

水素ST 

 

５． 水素・燃料アンモニア等供給目標及び供給計画 

（１） 需要推計・供給目標 

本計画における「２－１（１）水素・燃料アンモニア等のサプライチェーンの拠点としての受 

入環境の整備」に係る目標は、以下の①、②の需要推計に基づく水素・燃料アンモニア等の需要 

量に対応した供給量とする。液化アンモニアは燃料アンモニアとして直接燃焼する場合と、脱水 

素施設により水素を取り出す水素キャリアとして利用する場合があるが、当港では全量を、前者 

の燃料アンモニアとして使用する計画とした。 

 

① ４．の「表３ 2030 年度目標の実現に向けた温室効果ガス削減計画」に対応した水素・ 

燃料アンモニア等需要量 

 

表４ 水素・燃料アンモニア等需要量 

対象地区 対象施設等 数量 水素等需要量 

（年間） 

●●コンテナ 

ターミナル 

港湾荷役機械 

・トランスファークレーン 

●基 水素 約●トン 

管理棟・照明施設 

・自立型水素等電源 

●ユニット 水素 約●トン 

●●バルク 

ターミナル 

管理棟・照明施設 

・自立型水素等電源 

●ユニット 水素 約●トン 

－ 火力発電所 

・燃料アンモニア混焼 

●基、混焼率 

●％ 

燃料アンモニア 約● 

トン 

－ バイオマス発電所 

・バイオマス専焼 

●基、専焼 木材チップ 約●トン 

 

② その他の水素・燃料アンモニア等（CNP 形成計画対象外の取組等で必要となり、●●港 

を経由する水素・燃料アンモニア等）需要量 

 

表５ ●●港における水素・燃料アンモニア等需要量 

需要地 需要施設等 水素等需要量 

（年間） 

●●（場所） ●● 約●トン 

●● 約●トン 

●●（場所） ●● 約●トン 

●● 約●トン 

 



20

対象港湾の競争力強化、産業立地競争力強化策についても記述する。

６．港湾・産業立地競争力の強化に向けた方策

６． 港湾・産業立地競争力の向上に向けた方策 

●●港においては、世界に先駆けてAGV を導入するなど、物流における省エネ化等を進めてき 

た。今後、CNP の形成にも積極的に取り組む。 

具体的には、建設中のバイオマス発電所にバイオマス専焼や、既存の石炭火力発電所への燃料 

アンモニア混焼等によるエネルギー分野の脱炭素化の取組を可能とする港湾インフラの整備を着 

実に進める。 

また、停泊中の船舶への陸上電力供給設備の導入により、国際航路の脱炭素化に必要となる環 

境を整備する。さらに、●●港CNP 協議会を定期的に開催し、液化水素、液化アンモニア、MCH 

などの輸送・貯蔵・利活用に係る実証事業の積極的な誘致、水素・燃料アンモニア等実装に向け 

た課題の抽出・対応の検討等を実施する。 

これら一連の取組を通じて、SDGs やESG 投資に関心の高い荷主・船社の寄港を誘致し、国際 

競争力の強化を図るとともに、港湾の利便性向上を通じて、産業立地や投資を呼び込む港湾を目 

指す。 

（図：マニュアルP36より）

港湾を中心とした水素等関連産業の集積イメージ

計画書の記載例 ※資料３（別添）参照
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温室効果ガス削減計画等に係るロードマップを記載する。なお、導入技術等については、研究開発、実証、導入拡大

及び自立商用の各フェーズ別の民間事業者等の動向も踏まえて作成する。

７．ロードマップ

ロードマップのイメージ

（図：マニュアルP37より）

計画書の記載例 ※資料３（別添）参照
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ＣＮＰ形成計画の進捗管理、公表の方法についても記載する。協議会にて、ＰＤＣＡサイクルにより定期的に進捗確認

するとともに、必要に応じ計画の見直しを行う。

８．対策の実施・進捗管理・公表

脱炭素化に係る制度整備や水素・燃料アンモニア等に関する技術は、進歩が著しいと考えられることから、社会・技術
動向を見極めつつ、必要に応じ柔軟かつタイムリーな取組が可能となるよう、計画の適宜見直しを行う。
計画の見直し時期については、港湾計画、地球温暖化対策推進法に基づく実行計画等の関連する計画の見直し状況
等にも留意した上で対応する。

ＰＬＡＮ

①ＣＮＰ形成

計画策定

（当初・改訂）

ＤＯ

②対象事業

実施

ＡＣＴＩＯＮ

④ＣＮＰ形成

計画の改訂

ＣＨＥＣＫ

③計画・取組

状況の評価

協議会

・進捗度合い
・技術革新
・ニーズの変化等
を把握

見直しにより
実効性の高い
改訂計画へ
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ＣＮＰ形成に資する取組事例集（2021年12月）

内容は国土交通省港湾局ホームページ参照
（https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000054.html）

港湾における脱炭素化の取組事例集

https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000054.html

